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１．商標法(以下本法律と略称)第50条の規定を適用するために、特にこの要点を定める。

２．次に列挙する者を利害関係人とする。

　　(一)争いの対象となっている商標のために訴訟となっている訴訟当事者。

　　(二)争いの対象となっている商標と関連するその他の商標争議事件の当事者。

　　(三)争いの対象となっている商標が指定使用する同一か類似の商品・役務を経営する競争同業者。

　　(四)その商標または標章が争いの対象となっている商標と同じか近似であり、かつ先使用であると主張する者、及びその譲受人、授権使用者、または代理商。

　　(五)その登録商標または標章が争いの対象となっている商標と同じか近似であると主張する専用権者、及びその授権使用者、代理商。

　　(六)その姓名または名称が争いの対象となっている商標と同じか近似であると主張する個人、商号、法人またはその他団体。

　　(七)争いの対象となっている商標の登録出願が専用権者と他人の契約の約定に違反するものであるときは、その契約の相手方。

　　(八)商標専門機関が争いの対象となっている商標を根拠とし、その商標登録出願を拒絶した場合の出願人。

　　(九)その商標が争いの対象となっている商標と同じか近似であると主張し、同一または類似の商品または役務において指定使用し、なお出願中である商標登録出願人。

　　(十)その他争いの対象となっている商標の登録によってその権利または利益が影響を受けると主張する者。

３．商標の登録がその権利または利益に影響があるかどうかは、自分が利害関

係人であると主張して検証説明しなければならない。

４．出願人が利害関係者であるかどうかは、商標専門機関がその検証内容について形式審査を行う。

５．利害関係人であるかどうかについては、出願時を基準としなければならない。ただし、商標専門機関の処分時または行政救済の手続き中において、すでに利害関係を具えているときは、これも利害関係人であると認めることができる。

